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は
じ
め
に

　
『
シ
ン
パ
性
白
血
病
の
長
男
（
三
歳
）
を
も
つ

母
親
で
す
。
治
療
の
た
め
年
数
回
の
入
院
が
必

要
で
す
が
、
病
気
の
性
質
上
個
室
に
入
ら
ね
ば

な
ら
ず
、
差
額
ベ
ッ
ド
代
の
支
払
に
苦
し
ん
で

い
ま
す
。
夫
は
毎
月
残
業
を
し
て
収
入
増
に
努

め
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
若
い
の
で
多
く
を
望
む

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
民
間
ア
パ
ー
ト

住
い
で
家
賃
も
高
く
、
公
営
住
宅
へ
の
入
居
も

思
う
に
ま
か
せ
な
い
状
況
で
す
。
治
療
費
の
方

は
全
額
援
助
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
差
額
ベ
ッ
ド

代
に
つ
い
て
も
何
と
か
配
慮
し
て
も
ら
え
な
い

で
し
ょ
う
か
』
。

今
春
市
内
に
在
住
す
る
二
一
歳
の
主
婦
か
ら

寄
せ
ら
れ
た
「
市
長
へ
の
手
紙
」
の
要
旨
で
あ

る
。
便
せ
ん
五
枚
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
た
内
容

か
ら
は
、
難
治
病
の
子
供
を
か
か
え
て
真
剣
に

生
き
よ
う
と
し
て
い
る
家
族
の
有
様
を
う
か
が

い
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
担
当
窓
口
の
広
聴
課
で
は
早
速
本
人
と
連
絡

を
と
り
、
差
額
ベ
ッ
ド
代
の
援
助
及
び
公
営
住

宅
へ
の
入
居
あ
っ
せ
ん
は
現
在
の
制
度
の
中
で

は
困
難
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、

衛
生
局
を
通
じ
て
主
治
医
と
面
談
し
、
差
額
ベ

ッ
ド
が
な
く
高
度
な
医
療
が
受
け
ら
れ
る
公
営

の
Ａ
施
設
へ
の
転
院
を
す
す
め
る
こ
と
と
し

た
。
さ
ら
に
、
広
聴
課
で
は
本
人
の
転
院
希
望

に
応
え
る
た
め
関
係
機
関
へ
の
協
力
を
求
め
た

と
こ
ろ
、
投
稿
の
あ
っ
た
日
か
ら
ほ
ぼ
ニ
カ
月

後
、
空
ベ
ッ
ド
が
出
る
幸
運
に
も
恵
ま
れ
て
、

転
院
が
実
現
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
の
事
例
の
よ
う
に
必
ず
し
も
全
て
の
努
力

が
実
を
結
ぶ
と
は
限
ら
な
い
が
、
広
聴
の
本
来

的
な
役
割
は
個
々
の
問
題
の
対
応
に
可
能
な
限

り
努
力
し
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
今
後
も
求
め

ら
れ
続
け
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
個

別
的
な
対
応
の
み
に
止
ま
る
こ
と
に
は
当
然
の

こ
と
な
が
ら
限
界
が
あ
る
。
こ
の
事
例
に
お
い

て
も
「
差
額
ベ
ッ
ド
代
を
援
助
の
対
象
に
し
て

欲
し
い
」
と
い
う
制
度
上
の
問
題
提
起
に
つ
い

て
は
依
然
と
し
て
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
要
望
は
従
来
の
広
聴
シ
ス
テ
ム

の
中
で
は
「
市
民
の
声
」
と
し
て
再
度
取
り
上

げ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
処
理
済
事
案
と
し
て

一
定
期
間
保
管
さ
れ
た
後
、
廃
棄
さ
れ
る
だ
け

で
あ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
「
市
民
情
報

カ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
」
の
ね
ら
い
は
、
ご
言
で
言
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え
ば
、
個
別
対
応
で
終
っ
て
い
た
こ
う
し
た

「
市
民
の
声
」
を
体
系
的
に
把
握
し
、
市
政
運

営
の
資
料
と
し
て
活
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

背
景
と
経
過

①
―
市
民
参
加
の
手
段
と
し
て
の
広
聴

　
よ
こ
は
ま
2
1
世
紀
プ
ラ
ン
で
は
「
都
市
の
運

営
は
本
来
行
政
と
市
民
の
役
割
分
担
の
も
と
に

行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
の
た
め
行
政

は
政
策
決
定
の
た
め
の
合
意
形
成
へ
の
市
民
の

参
加
を
実
質
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
、

市
民
参
加
の
一
つ
の
手
段
と
し
て
広
聴
制
度
を

次
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

　
　
「
広
聴
制
度
を
と
お
し
て
行
政
に
向
け
ら
れ

た
個
別
の
要
望
に
応
え
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、

市
民
と
行
政
の
信
頼
関
係
を
確
立
す
る
と
と
も

に
、
市
民
の
多
様
な
要
望
の
中
か
ら
市
民
全
体

の
意
思
を
的
確
に
く
み
と
り
、
行
政
施
策
決
定

の
プ
ロ
セ
ス
へ
反
映
さ
せ
て
い
く
」

　
現
状
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
前
段
つ
ま
り
個

別
対
応
に
つ
い
て
言
え
ば
、
本
市
は
、
市
長
へ

の
手
紙
、
市
・
区
相
談
室
、
出
張
・
街
頭
相
談

な
ど
多
様
な
広
聴
手
段
を
他
都
市
に
先
が
け
て

実
施
し
、
冒
頭
述
べ
た
よ
う
に
常
に
そ
の
効
果

的
実
施
に
努
力
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し

か
し
、
後
段
つ
ま
り
政
策
情
報
と
し
て
の
活
用

に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
二
年
八
月
に
区
民
要

望
反
映
シ
ス
テ
ム
が
設
定
さ
れ
、
市
政
に
対
す

る
市
民
の
意
見
・
要
望
を
予
算
に
反
映
す
る
た

め
の
体
制
づ
く
り
は
一
応
、
整
え
ら
れ
て
い
る

が
、
市
民
の
声
を
体
系
的
に
把
握
す
る
手
段
が

確
立
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
十
分
機
能
し
て
い

る
と
は
言
い
難
い
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
て
市
民
局
の
関
係

部
課
で
は
、
既
に
昭
和
五
十
一
年
度
か
ら
「
市

民
の
声
」
に
対
す
る
個
別
対
応
の
強
化
と
政
策

情
報
と
し
て
の
活
用
を
図
る
総
合
的
な
広
聴
シ

ス
テ
ム
―
「
市
民
情
報
シ
ス
テ
ム
」
の
検
討

を
す
す
め
て
お
り
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
に
は

そ
の
第
一
段
階
と
し
て
カ
ー
ド
方
式
に
よ
る
デ

ー
タ
の
収
集
を
開
始
し
て
い
る
。

②
―
新
し
い
広
聴
シ
ス
テ
ム
の
ね
ら
い

　
新
し
い
シ
ス
テ
ム
を
考
え
る
前
提
と
し
て
指

摘
さ
れ
た
問
題
点
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。

　
(
1
)
各
広
聴
手
段
を
通
じ
て
寄
せ
ら
れ
た
市
民

　
の
声
は
所
管
ご
と
に
処
理
さ
れ
、
重
複
処
理

　
や
同
一
事
案
に
対
応
す
る
対
応
の
差
異
等
が

　
生
じ
て
い
る
。

　
(
2
)
個
別
対
応
で
処
理
さ
れ
た
市
民
の
声
は
行

　
政
需
要
と
い
う
観
点
か
ら
把
握
さ
れ
て
い
な

　
い
。

　
(
3
)
各
広
聴
手
段
を
通
じ
て
寄
せ
ら
れ
て
市
民

　
の
声
の
う
ち
新
た
な
予
算
措
置
を
要
す
る
も

　
の
は
区
民
要
望
一
覧
表
で
各
局
に
送
付
さ
れ

　
る
が
、
こ
れ
ら
区
民
要
望
の
体
系
的
把
握
が

　
不
十
分
で
あ
る
。

　
倒
広
聴
制
度
を
利
用
し
て
こ
な
い
市
民
の
ニ

　
ー
ズ
を
つ
か
む
努
力
は
殆
ん
ど
さ
れ
て
い
な

　
い
。

　
こ
う
し
た
問
題
点
を
ふ
ま
え
昭
和
五
十
四
年

二
月
に
は
、
市
民
局
及
び
区
民
相
談
室
関
係
職

員
に
よ
り
市
民
情
報
シ
ス
テ
ム
化
研
究
会
が
設

置
さ
れ
、
同
年
九
月
に
は
中
間
報
告
と
し
て
シ

ス
テ
ム
化
の
意
義
・
手
法
等
に
つ
い
て
の
考
え

方
を
ま
と
め
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、

　
(
1
)
単
に
市
民
の
要
望
等
を
集
中
管
理
す
る
だ

　
け
で
な
く
、
従
来
の
処
理
内
容
・
方
法
等
の
改

　
善
に
つ
な
が
る
効
率
的
な
処
理
体
制
の
確
保

　
(
2
)
市
民
要
望
等
を
総
合
的
に
把
握
す
る
セ
ク

　
シ
ョ
ン
の
創
設

　
(
3
)
人
口
構
成
・
性
・
年
齢
・
職
業
・
所
得
等

　
市
民
の
属
性
と
意
識
に
係
る
諸
デ
ー
タ
の
総

　
合
化

　
(
4
)
地
域
の
特
性
（
土
地
利
用
状
況
・
都
市
施

　
設
の
整
備
状
況
な
ど
）
と
そ
こ
に
生
活
す
る

　
住
民
の
属
性
及
び
意
識
と
の
関
連
の
掌
握

　
(
5
)
行
政
運
営
に
お
け
る
市
民
参
加
を
促
進
す

　
る
た
め
住
民
意
識
を
掌
握
し
、
こ
れ
を
計
画

　
あ
る
い
は
事
業
に
反
映
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
の

　
開
発

　
な
ど
と
な
っ
て
お
り
、
最
終
的
に
は
掌
握
し

得
る
全
て
の
市
民
情
報
を
収
集
し
、
整
理
分
析

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
客
観
的
、
総
合
的
な
市
民

情
報
（
行
政
需
要
）
と
し
て
予
算
編
成
等
の
基

礎
デ
ー
タ
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
を
目
標
と
し

て
い
る
。
し
か
し
、
最
終
的
な
シ
ス
テ
ム
の
実

システムの考え方図―１現
に
は
全
庁
的
な
協
力
体
制
の
整
備
と
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
導
入
に
よ
る
事
務
処
理
が
必
須
条
件

で
あ
り
、
早
期
の
実
施
は
困
難
で
あ
る
た
め
、

段
階
的
な
実
施
の
手
法
を
検
討
す
る
こ
と
と
し

て
い
る
。

③
―
カ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
の
導
入

　
市
民
情
報
シ
ス
テ
ム
を
段
階
的
に
実
施
す
る

方
法
と
し
て
、

(
1
)
市
民
局
内
で
把
握
で
き
る
市
民
の
声
の
シ

　
ス
テ
ム
化
（
区
民
相
談
室
取
り
扱
い
分
を
含

　
む
）

　
(
2
)
各
局
情
報
も
含
め
た
全
庁
的
な
市
民
の
声

　
の
シ
ス
テ
ム
化

　
(
3
)
現
在
の
広
聴
制
度
等
に
接
し
て
こ
な
い
、

22
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声
な
き
声
の
把
握
を
含
め
た
シ
ス
テ
ム
化

　
㈲
地
域
の
特
性
な
ど
を
含
め
た
地
域
デ
ー
タ

　
バ
ン
ク
的
な
情
報
の
蓄
積
に
よ
る
活
用
シ
ス

　
テ
ム
化

の
４
段
階
が
考
え
ら
れ
る
が
、
市
民
情
報
シ
ス

テ
ム
化
研
究
会
で
は
、
当
面
、
第
一
段
階
の
実

施
目
標
を
昭
和
五
十
六
年
度
と
し
、
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
の
導
入
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、

対
象
と
な
る
情
報
が
年
間
一
万
件
程
度
と
少
な

く
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用
の
統
一
基
準
の
な
い

中
で
独
自
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
て
も
、
将

来
他
の
諸
デ
ー
タ
と
の
整
合
を
図
れ
な
い
可
能

性
が
大
き
い
な
ど
の
理
由
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

の
導
入
は
時
機
尚
早
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し

て
い
る
。
し
か
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
導
入
が
時

機
尚
早
で
あ
る
と
し
て
も
、
市
民
の
声
に
対
す

る
効
率
的
な
処
理
体
制
の
確
保
と
そ
の
動
向
の

総
合
的
把
握
の
必
要
性
は
緊
急
の
課
題
で
あ

り
、
当
面
こ
の
要
請
に
あ
る
程
度
応
え
る
と
と

も
に
、
将
来
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
導
入
の
準
備
段

階
と
し
て
有
効
な
カ
ー
ド
方
式
に
よ
る
事
務
処

理
を
す
す
め
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

市
民
情
報
カ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
の

概
要

　
市
民
情
報
カ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
事
務
処
理
要
領

に
基
づ
き
、
現
行
の
カ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
の
し
く

み
を
説
明
す
る
と
次
の
と
お
り
に
な
る
。

　
①
―
対
象

　
　
将
来
的
に
は
、
市
政
の
全
局
、
区
に
集
ま
る

　
市
民
情
報
の
集
中
管
理
を
目
標
と
す
る
が
、
当

　
面
は
次
の
窓
口
に
限
り
カ
ー
ド
を
実
施
ナ
る
。

　
　
(
1
)
市
民
局
…
広
聴
課
（
市
政
モ
ニ
タ
ー
、
市

　
　
　
　
　
　
長
へ
の
手
紙
）
　
市
民
相
談
室

　
　
　
　
　
　
（
市
長
陳
情
、
市
政
相
談
）

　
　
(
2
)
区
役
所
…
区
民
相
談
室
、
支
所
庶
務
係

　
　
　
　
　
　
（
区
長
陳
情
、
区
民
相
談
、
区
民

　
　
　
　
　
　
会
議
等
）

②
―
事
務
処
理
の
流
れ
（
「
市
民
情
報
カ
ー
ド

　
　
シ
ス
テ
ム
の
流
れ
」
参
照
）

　
(
1
)
受
付

　
陳
情
、
市
長
へ
の
手
紙
等
に
よ
っ
て
寄
せ
ら

　
れ
た
市
民
の
意
見
、
要
望
等
を
窓
口
別
に
行

　
い
、
台
帳
に
記
載
す
る
。

　
(
2
)
カ
ー
ド
の
作
成
・
送
付

　
原
則
と
し
て
一
事
業
一
部
と
す
る
が
、
次
の

　
場
合
に
は
必
要
部
数
を
作
成
す
る
。

　
　
内
容
が
多
岐
に
わ
た
る
も
の
（
一
件
に
つ

　
き
一
部
）

　
　
所
管
が
複
数
に
わ
た
る
嵐
）
の
（
一
局
に
つ

　
き
一
部
）

　
市
民
情
報
カ
ー
ド
は
四
枚
複
写
に
な
っ
て
お

　
り
、
そ
の
う
ち
①
受
付
窓
口
用
及
び
②
所
管

　
局
、
区
用
を
所
管
局
、
区
に
送
付
し
、
残
存

　
カ
ー
ド
③
④
デ
ー
タ
管
理
課
用
は
、
市
民
あ

　
て
の
回
答
時
ま
で
受
付
窓
口
に
お
い
て
保
管

　
す
る
。

(
3
)
所
管
局
区
、
に
お
け
る
処
理

各
局
、
区
民
相
談
室
で
は
。
送
付
さ
れ
た
情

報
カ
ー
ド
を
受
付
台
帳
（
受
付
窓
口
別
、
日

付
順
）
に
記
載
し
た
の
ち
、
所
管
課
へ
回

す
。

所
管
課
で
は
、
回
答
案
を
作
成
し
た
の
ち
、

相
談
業
務
祖
当
課
を
経
由
し
て
受
付
窓
口
用

①
を
受
付
窓
口
に
回
付
す
る
。

残
さ
れ
た
所
管
用
カ
ー
ド
②
は
、
所
管
課
に

お
い
て
受
付
窓
口
別
に
整
理
し
て
保
管
す

る
。

(
4
)
カ
ー
ド
の
保
管

受
付
窓
口
用
カ
ー
ド
①
は
、
地
域
別
（
区

別
、
町
別
）
に
整
理
し
て
保
管
ナ
る
。

各
受
付
窓
口
で
は
、
市
民
あ
て
の
回
答
と
同

時
に
デ
ー
タ
管
理
課
用
ヵ
ー
ド
④
に
所
定
の

事
項
を
記
入
し
、
デ
―
タ
管
理
担
当
課
（
広

聴
課
）
あ
て
送
付
す
る
。

広
聴
課
で
は
、
各
受
付
窓
口
か
ら
送
付
さ
れ

た
デ
ー
タ
管
理
課
用
カ
ー
ド
④
を
所
管
別
、

区
別
に
整
理
し
て
保
管
す
る
。

(
5
)
集
計
・
分
析

保
管
し
た
情
報
カ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
そ
の

内
容
と
地
域
と
の
関
連
な
ど
、
多
角
的
な
分

析
を
行
い
、
市
民
需
要
に
基
づ
け
た
科
学
的

な
市
政
の
推
進
に
資
す
る
。

③
―
市
民
情
報
カ
ー
ド

　
カ
―
ド
は
四
枚
複
写
で
、
記
入
要
領
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

(
A
)
市
民
の
意
見
、
要
望
を
受
付
た
窓
口
コ

　
　
ー
ド
を
記
入
ナ
る
（
別
表
、
窓
口
コ
ー

　
　
ド
表
参
照
）
。
　
　
　
　
　
　
。

(
B
)
市
長
へ
の
手
紙
、
相
談
、
陳
情
等
の
広

　
　
聴
手
段
を
入
れ
る
（
別
表
、
方
法
コ
ー

　
　
ド
表
参
照
）
。

(
D
)
窓
口
別
に
年
度
ご
と
の
通
し
番
号
を
入

　
　
れ
る
。

(
E
)
事
業
の
所
管
局
、
内
容
を
入
れ
る
（
別

　
　
表
、
内
容
分
類
表
参
照
）
。

(
F
)
事
業
の
所
在
地
域
を
入
れ
る
。

(
G
)
事
業
の
処
理
に
あ
た
っ
て
、
関
連
局
が

　
　
あ
る
場
合
は
１
と
し
、
な
い
場
合
は
０

　
　
を
記
入
す
る
。

(
H
)
　
市
民
へ
の
回
答
処
理
の
年
月
日
を
入
れ

　
　
る
。
　
　
　
　
　

(
I
)
事
案
の
処
理
方
法
を
入
れ
る
（
別
表
、

市民情報カード図―２

調査季報78 83. 623

三



図―３　市民情報カードシステムの流れ

処
理
区
分
コ
ー
ド
表
参
照
）
。

④
―
市
民
情
報
カ
ー
ド
の
集
計
概
況

　
昭
和
五
十
六
年
度
中
に
市
民
局
及
び

各
区
民
相
談
室
で
処
理
し
た
事
案
は

八
、
〇
三
五
件
に
及
ぶ
。

　
こ
れ
ら
の
意
見
、
要
望
等
の
情
報

を
、
二
五
の
局
別
等
の
大
分
類
、
一
四

〇
の
中
分
類
、
五
〇
三
の
小
分
類
に
そ

れ
ぞ
れ
分
類
し
、
さ
ら
に
地
域
別
等
に

集
計
し
た
結
果
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

　
な
お
、
昭
和
五
十
七
年
度
に
お
け
る

市
民
情
報
カ
ー
ド
の
総
件
数
は
、
八
、

五
四
二
件
と
前
年
度
比
六
・
三
％
増
と

な
っ
て
い
る
。カ

ー
ド
化
の
意
義
と

今
後
の
課
題

　
最
後
に
、
カ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
の
導
入

に
よ
り
従
来
の
方
法
と
比
べ
て
ど
の
よ

う
な
利
点
が
あ
る
の
か
、
ま
た
、
二
カ

年
に
亘
る
試
行
の
中
で
ど
の
よ
う
な
問

題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
か
、
こ
の

二
点
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

《
カ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
利
点
》

◎
行
政
分
野
別
要
望
内
容
の
把
握
（
市

　
民
局
広
聴
課
＝
デ
ー
タ
管
理
担
当
）

　
「
職
員
の
接
遇
、
研
修
（
分
類
番
号

24調査季報78 83. 6
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0
2
―
0
5
―
0
5
）
一
三
件
」
。
昭
和
五
十
七
年
度

の
取
扱
い
件
数
の
一
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
数
字
か
ら
は
職
員
の
応
待
に
対
す
る
苦
情
な

の
か
、
親
切
な
応
接
へ
の
礼
状
な
の
か
、
具
体

的
な
内
容
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
来
の

統
計
は
、
個
々
の
広
聴
窓
口
が
分
類
・
集
計
し

た
結
果
（
数
字
）
の
積
み
上
げ
方
式
を
採
っ
て

い
た
た
め
、
数
字
の
内
容
を
確
か
め
よ
う
と
す

れ
ば
各
窓
口
で
保
管
す
る
個
々
の
文
書
に
あ
た

る
と
い
う
膨
大
な
作
業
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　
カ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
図
―
３
に

示
す
よ
う
に
市
民
局
広
聴
課
に
各
窓
口
で
取
扱

っ
た
カ
ー
ド
が
集
中
し
、
各
々
の
カ
ー
ド
は
五

〇
三
項
目
に
分
類
さ
れ
、
ル
ー
ズ
フ
ァ
イ
ル
方

式
に
よ
っ
て
保
管
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
各
項
目

表―1　窓口コード表

ご
と
に
、
い
つ
、
ど
の
窓
口
で
、
だ
れ
か
ら
、

ど
の
よ
う
な
意
見
・
要
望
が
出
ざ
れ
た
か
、
そ

の
概
要
が
常
時
掌
握
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
、
個
々
の
案
件
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
な
内

容
を
知
り
た
い
と
き
は
、
カ
ー
ド
に
記
入
さ
れ

た
「
窓
口
」
・
「
整
理
番
号
」
に
よ
り
直
ち
に

文
書
の
所
在
が
判
明
す
る
な
ど
、
文
書
検
索
カ

ー
ド
と
し
て
の
活
用
も
可
能
で
あ
る
。

◎
地
域
別
要
望
内
容
の
把
握
（
一
四
区
）

　
各
区
の
区
民
相
談
室
で
は
、
区
民
相
談
等
で

直
接
取
扱
っ
た
事
案
の
ほ
か
、
区
内
在
住
者
か

ら
市
民
局
（
広
聴
課
・
市
民
相
談
室
）
に
提
出

さ
れ
た
意
見
・
要
望
を
加
え
た
情
報
が
、
地
域

別
（
町
丁
別
又
は
連
合
町
内
会
別
等
）
に
分
類

さ
れ
、
同
じ
く
ル
ー
ズ
フ
ァ
イ
ル
方
式
に
よ
っ

て
保
管
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

ど
の
地
域
に
ど
の
よ
う
な
要
望
が
あ
る
か
を
掌

握
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。

　
よ
こ
は
ま
2
1
世
紀
プ
ラ
ン
区
別
計
画
、
数
区

で
作
成
さ
れ
た
「
地
域
環
境
図
集
」
（
い
わ
ゆ

る
〟
地
区
カ
ル
テ
″
）
の
中
で
、
「
区
民
要
望

図
」
　
（
各
地
域
で
出
さ
れ
た
要
望
内
容
を
地
図

に
プ
ロ
ッ
ト
し
た
も
の
）
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
な
ど
も
カ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
に
よ
れ
ば

大
し
た
作
業
を
要
す
る
こ
と
な
く
何
時
で
も
作

成
可
能
で
あ
る
。

◎
未
処
理
案
件
の
確
認
と
処
理
の
促
進

　
広
聴
事
案
の
処
理
は
、
迅
速
・
的
確
を
旨
と

す
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。
現
行
カ
ー
ド
シ

ス
テ
ム
に
よ
る
と
、
未
処
理
の
案
件
は
、
各
広

聴
窓
口
に
残
存
す
る
「
デ
ー
タ
管
理
課
送
付
用

カ
ー
ド
」
に
よ
っ
て
常
に
確
認
で
き
る
。
そ
こ

で
、
所
管
局
・
区
に
依
頼
後
一
ヵ
月
を
経
て
、

な
お
回
答
（
又
は
中
間
報
告
）
の
な
い
も
の
に

つ
い
て
は
、
毎
月
末
ま
で
に
未
処
理
案
件
と
し

て
市
民
局
（
広
聴
課
）
に
報
告
さ
れ
、
そ
れ
を

も
と
に
各
局
、
区
へ
処
理
の
促
進
を
依
頼
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
。

《
今
後
の
検
討
課
題
》

（
注
）
処
理
区
分
コ
ー
ド
　
１
＝
実
施
済
（
一
部

実
施
及
び
他
の
方
法
で
実
施
を
含
む
）
２
＝
本

年
度
実
施
予
定
　
３
＝
次
年
度
以
降
実
施
予
定

４
＝
教
示
・
指
導
・
説
明
　
５
＝
今
後
検
討

６
＝
不
可
　
７
＝
参
考
意
見
・
そ
の
他

市民情報カード分類コード表（抄）表―２
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◎
カ
ー
ド
化
の
対
象

　
カ
ー
ド
化
の
対
象
に
つ
い
て
は
二
つ
の
要
素

が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
、
局
（
出
先
機
関
を

含
む
）
に
直
接
も
ち
こ
ま
れ
、
処
理
さ
れ
て
い

る
苦
情
・
要
望
に
ま
で
対
象
を
拡
大
す
べ
き
と

い
う
、
い
わ
ば
「
量
的
な
問
題
」
で
あ
る
。
最

近
の
調
査
結
果
を
み
て
も
、
市
に
対
す
る
苦
情

・
要
望
の
提
出
先
と
し
て
は
、
「
担
当
窓
口
に

表―3　内容別区別件数表（抄）

直
接
話
し
た
も
の
」
が
七
・
一
％
と
最
も
多

く
、
陳
情
　
四
・
九
％
、
市
長
へ
の
手
紙
四
・

八
％
等
の
広
聴
手
段
を
上
ま
わ
っ
て
い
る
（
昭

和
五
十
七
年
九
月
「
横
浜
市
民
意
識
調
査
」
に

よ
る
）
。
こ
の
問
題
は
カ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
試
行

当
初
か
ら
の
懸
案
で
あ
り
、
今
後
と
も
各
局
・

区
と
の
調
整
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
は
、
「
軽
易
な
質
問
・
照
会
」
ま
で
カ

ー
ド
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
取

扱
事
案
の
内
容
（
質
）
の
面
か
ら
み
た
カ
ー
ド

化
対
象
限
定
の
問
題
で
あ
る
。
確
か
に
数
千
名

の
署
名
簿
を
付
し
た
陳
情
書
と
軽
易
な
質
問
等

を
同
一
に
取
扱
う
こ
と
に
は
抵
抗
感
を
禁
じ
え

な
い
が
、
質
問
・
照
会
と
い
え
ど
も
こ
れ
を
除

外
し
て
よ
い
と
い
う
積
極
的
な
理
由
も
見
当
ら

ず
、
様
式
の
分
化
（
簡
易
化
等
）
に
よ
っ
て
対

応
す
べ
き
か
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。

◎
電
算
処
理
と
カ
ー
ド
記
入
項
目
等
の
再
検
討

　
現
在
、
カ
ー
ド
化
の
対
象
と
な
る
案
件
は
年

約
八
千
件
程
度
で
あ
る
。
単
年
度
の
処
理
で
あ

れ
ば
、
手
作
業
に
よ
る
集
計
・
分
析
も
あ
る
程

度
可
能
で
あ
る
が
、
数
年
度
に
亘
る
経
年
変
化

や
内
容
分
析
を
行
う
こ
と
に
な
る
と
、
ど
う
し

て
も
電
算
機
に
よ
る
処
理
が
必
要
と
な
る
。

　
す
で
に
五
十
七
年
度
分
か
ら
単
純
集
計
は
電

算
処
理
を
行
っ
て
い
る
が
、
市
の
政
策
情
報
と

し
て
の
活
用
を
目
指
す
と
す
れ
ば
、
単
純
集
計

に
止
ま
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
ど
の
よ
う
な

分
析
が
可
能
な
の
か
、
そ
の
た
め
に
入
力
す
べ

き
情
報
の
範
囲
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
必

要
と
さ
れ
る
の
か
。

　
例
え
ば
、
要
望
提
出
者
の
属
性
と
し
て
、

性
、
年
齢
は
必
要
な
の
か
（
現
在
の
電
算
処
理

で
は
入
力
さ
れ
て
い
な
い
）
、
要
望
内
容
入
力

の
必
要
性
（
要
旨
ま
で
入
力
す
る
の
か
、
件
名

の
み
で
足
り
る
か
、
あ
る
い
は
キ
ー
ワ
ー
ド
方

式
に
よ
っ
て
処
理
す
べ
き
か
）
、
分
類
体
系

は
、
現
在
、
局
・
区
の
事
務
分
掌
を
基
礎
と
し

て
い
る
が
、
よ
り
解
り
や
す
い
も
の
に
な
ら
な

い
か
（
放
置
自
転
車
対
策
を
例
に
す
る
と
、
道

路
局
＝
施
設
と
、
市
民
局
＝
啓
蒙
活
動
等
に
分

離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
等
の
問
題
が
あ
る
）
。

　
一
方
、
電
算
化
を
検
討
す
る
際
に
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護

の
問
題
が
あ
る
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
取

扱
い
の
原
則
は
、
ひ
と
り
広
聴
部
門
で
検
討
さ
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表―4れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
個
人
と

し
て
の
市
民
が
行
政
に
提
起
し
た
問
題
を
安
易

に
取
扱
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
カ
ー
ド
の
取

扱
基
準
等
に
つ
い
て
は
早
急
に
検
討
を
要
す
る

問
題
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
、
市
民
情
報
カ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
の
概
要

と
問
題
点
に
つ
い
て
紹
介
し
て
き
た
。

　
「
市
民
の
声
」
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
、
こ

れ
を
施
策
に
ど
う
生
か
し
て
い
く
の
か
―
こ

れ
は
、
行
政
に
と
っ
て
古
く
て
な
お
新
し
い
テ

ー
マ
で
あ
る
。

　
カ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
は
、
こ
の
課
題
に
対
す
る

図―4　カードの流れと保管状況広
聴
部
門
か
ら
の
一
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る

が
、
既
述
の
よ
う
に
未
だ
試
行
の
段
階
に
あ
り

多
く
の
課
題
を
か
か
え
て
い
る
。

　
今
後
、
各
方
面
か
ら
の
批
判
を
う
け
な
が
ら

改
善
を
加
え
、
一
歩
で
も
目
標
に
近
づ
け
れ
ば

と
考
え
て
い
る
。

調査季報78-83. 6

〈
小
雀
＝
市
民
局
市
民
活
動
部
広
聴
課
広
聴
係

長
／
高
橋
＝
同
局
同
部
同
課
主
査
／
長
岡
＝
都

市
計
画
局
計
画
部
都
市
計
画
課
調
査
係
長
・
前

市
民
局
市
政
参
加
推
進
室
主
査
〉

27


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7

